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駐車スペースの利用時間が変更されました
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駐車スペースの利用時間が変更されました

貨物自動車の駐車可能時間が午前８時から午後９時までに拡大されました。

令和４年３月２２日から

場 所 奈良市大宮町６丁目

南都銀行大宮支店 東側路上

※大型自動車等は通行禁止になっています

指示標識 駐車可

（駐車禁止場所ですが、標識に記載された対象車両のみ駐車可）

「駐車可」対象車両等

白線で区画標示された区域内の貨物集配中の貨物自動車に限る

※駐車できる車両は最大積載量 5トン未満かつ、車両総重量 8トン未満の

貨物ナンバーの車です

利用時間 8:00-21:00
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日時：令和４年２月25日㈮ 午後２時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
理事総数　26名　出席　17名　欠席　９名

▪林建材（林太郎）
奈良市朱雀五丁目２番地の２　
　　　　　　　　平城朱雀第１住宅16－401

▪ヒロコーポレーション（有）
北葛城郡広陵町大字大場91番地の３

▪（有）大都通運
香芝市平野1056番地

▪（株）千都
香芝市今泉469番地32

▪（株）森岡
奈良市北之庄町西町二丁目２番地の２

▪（株）上野自動車工業
生駒郡平群町椣原750番地18

新たに６社入会されました

第 2 8 3 回 　 理 事 会

　冒頭、塚本哲夫会長があいさつ。「『標準的な運賃』の導入に
ついて、荷主と交渉しやすい状態をつくっていくことが大事。
協会は新聞・テレビなどでPRしているが、私たちも努力して
いく必要がある。今後も協会としてできることを一歩ずつやっ
ていきたい」と述べ、議事に入りました。

⑴�　令和４年度事業計画書（案）、
収支予算書（案）並びに資金
調達及び設備投資の見込みに
ついて　事業構成は、事故防
止・交通安全対策事業、環境
対策事業、災害時緊急輸送対
策事業、公益社団法人全日
本トラック協会への出捐事
業、収益事業等の５つの事業
を柱として、輸送の安全を最
優先課題としつつ、「標準的
な運賃」の収受が図られよう
全力を傾注すると説明。令和
４年度協会一般会計収支予算
書（案）、令和４年度奈良県
トラック会館会計収支予算書
（案）、令和４年度運輸事業振
興助成交付金会計収支予算書
（案）、令和４年度奈良・針ト
ラックステーション会計収支

審議事項は次の通りです。

議　事

予算書（案）、令和４年度収
支予算書総括表（案）、資金
調達及び設備投資の見込みに
ついて　→　承認　　
⑵�　2022年度団体役員賠償責任
保険制度加入（案）について
　→　承認
⑶�　会員の入会（案）について
　→　承認
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⑴�　塚本運送（株）代表取締役
社長　塚本哲夫氏（当協会会
長）が近畿運輸局長表彰（自
動車関係功労者）を受賞した
ことを報告した。
⑵�　奈良県トラック会館2階照
明器具LED化工事請負契約
書について報告した。
⑶�　各委員会報告について
　【総務】
　　令和３年度第４回総務委員
会書面開催の報告
　【環境対策】
　　令和３年度事業概要の報告
　【災害時緊急対策】

が退会。（会員総数501社）
⑺�　事業後継者育成のための
「働き方改革への対応セミ
ナー」について、２月３日に
オンラインによるセミナーを
開催、22名の参加があったこ
とを報告した。
⑻�　その他
　 • �奈良県からの公益法人立入
検査の結果を報告した。

　 • �高齢者を交通事故から守る
ための冊子を作成したこと
を報告した。

　　令和３年度事業概要の報告
　【広報】
　�　令和３年度事業概要及び
「標準的な運賃」の広告、新型
コロナウイルス感染症予防対
策と飲酒運転撲滅対策を広報
紙に継続掲載したことを報告
⑷�　三和運輸（株）の八木保郎
氏が１月１日付で理事を辞任
したことを報告した。
⑸�　令和３年度会費の滞納及び
雑損処理処理予定について報
告した。
⑹�　会員の退会について
　�上野商店（上野廣一）の１社

報告事項は次の通りです。

出席されたのは次のみなさんです（社名・敬称略）

会長＝塚本　副会長＝清水・中・森本（禎）、萩原　監事＝阪井・東口・壷井　相談役＝吉村
専務理事＝中林　常務理事＝松村　理事＝巽・吉岡（幹）・吉岡（正）・中谷・辻本・西川（直）・櫻本・山﨑・
川端・山口
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日時：令和４年３月10日㈭ 午前10時～
場所：奈良県トラック会館　２階研修室、国土交通省 奈良運輸支局　２階会議室　他
　　　リモート会議につき複数会場

出席：座長・蓮花 一己（帝塚山大学　学長）、桝井博（奈良県商工会連合会　専務理事）
　　　戸田辰司（近畿運輸局  自動車交通部次長　代理出席）、
　　　塚本哲夫（公益社団法人奈良県トラック協会 会長）他

第11回トラック輸送における取引環境・労働時間改善奈良県地方協議会

れ貨物量、バース等を踏まえて
予約システムを設計するなどい
くつかの課題がある。
　令和３年度の実証事業は、大
阪府で大型連休前、大量納品に
よる入荷混雑解消に取り組む。
納品先の近くに数社の発荷主が
共同で配送センターを運営し、
連休前数日かけて休日分の荷を
集結させ、順次卸センターへ荷
を補填する。連休中は必要な荷
だけを卸センターから小売店へ
配送するという内容。

　トラック運送事業者、荷主、
行政等の関係者が一体となって
トラック運送業における取引環
境の改善及び長時間労働の抑制

３  ． 「新型コロナウイルス感染
症禍における『新しい働き方』
による働き方改革の推進」に
ついて

　2020年の生産年齢人口は7,406�
万人、これが30年後には5,275
万人と予想されている。30年後
は今7人でしている仕事を5人で
しなければならなくなる。一人
一人の状況に応じた多様な働き
方で労働力を最大限に活かし、
「人口減少社会」対応型の働き
方が求められる。勤務条件を工
夫することで採用の可能性が広
がり、定着率の向上が期待され
る。

１  ．第10回協議会の発言要旨
について
　事務局から報告。

２  ． 近畿運輸局管内における実
証事業について
　令和２年度実証事業の結果に
ついて事務局から説明があった。
加工食品分野で予約受付システ
ムの使用率向上について実験、
調査したが、待機時間について
は予約の有無は影響がなく、予
約しても時間通り荷下ろしがで
きないこともあった。単に予約
システムを導入するだけでは改
善は困難で、車両台数、受け入

議　題

を実現するための具体的な環境
整備を図ることを目的とした協
議会。14人の委員と各省、ト
ラック協会の事務局員らが出席

し、リモートで、この間の経過
と今後の取組について協議しま
した。
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化に向け、独占禁止法の適用の
明確化、「優越的地位の濫用」
に関して調査及び法執行の強化
を図る。取引適正化に向けた５
つの取組みは１．価格交渉のよ
り一層の促進、２．パートナー
シップ構築宣言の大企業への拡
大、実効性の向上、3．下請取
引の監督強化、4．知財Ｇメン
の創設と知財関連の対応強化、
5．約束手形の2026年までの利
用廃止への道筋。

６  ． 取引環境・労働時間改善中
央協議会の情報提供について

　「ホワイト物流」運動の推進、
自動車運送事業のための「働き
やすい職場認証制度」、台風等
の異常気象時における輸送の目
安の設定、大雪等の異常気象時
における荷主への周知・連絡体
制の構築について近畿運輸局か
ら説明。奈良労働局からは荷主
等への対策事業として、トラッ
ク運転者の長時間労働改善に向
けたポータルサイトの運営・拡
充、動画の作成、「働き方改革
推進支援センター」などについ
て説明。

４  ．「標準的な運賃」の周知及
び燃料価格上昇による対応に
ついて
　荷主団体への周知活動は、令
和3年3月に近畿トラック協会会
員の荷主企業6,722社にリーフ
レットを発出、10月奈良県ト
ラック協会会長と奈良運輸支局
長が奈良県商工会連合会会長を
訪問し、会員企業への周知を依
頼。これにこたえて同連合会1
月号の広報誌に「標準的な運賃」
のリーフレットを掲載し、会
員15,000者と関係行政機関へ発
送。奈良県トラック協会ではセ
ミナーを開催した他、新聞広告、
テレビCMでの広報を通して周
知に努めた。

５  ． パートナーシップによる価
値創造のための転嫁円滑化会
議及び取引適正化に向けた５
つの取組について

　関係省庁が連携して、中小企
業等が賃上げの原資を確保で
きるよう、取引事業者全体の
パートナーシップにより、労務
費、原材料費、エネルギーコス
トの上昇分を適切に転嫁できる
環境を整備する。価格転嫁円滑
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日時：令和４年３月15日㈫ 午前10時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室

出席者（敬称略）：  
〈委員長〉蓮花一己（学識経験者）
〈委　員〉  吉村昭秀（荷主関係者）、森田育浩（マスコミ関係者）、岡波圭子（一般消費者）
　　　　　浦久保幸浩（労働組合関係者）
〈参考人〉澤島弘幸（近畿運輸局　奈良運輸支局長）
〈オブザーバー〉中村洋一（近畿運輸局　奈良運輸支局　企画輸送・監査部門　首席運輸企画専門官）
〈適正化事業実施機関〉塚本哲夫（本部長）、森本禎男（副本部長）
〈事務局〉中林専務理事、松村常務理事、森部長、三輪主任

第36回奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会

令和３年度適正化事業実施機関の活動状況について議事１
「標準的な運賃」を活用した届
出を促進。
（３）「巡回指導の指針」及び「巡
回指導マニュアル」に基づく巡
回指導の徹底に関して年間目標
件数160件に対し、108件となっ
た。指導内容については、初任
者への特別な指導が最も多かっ
た。
（４）法令遵守の徹底や輸送秩
序確立等に係る指導及び広報啓
発活動の推進については、令和
３年10月28日に奈良県商工会連
合会への周知依頼、奈良新聞へ
の２度の広告掲載、奈良テレビ
へのCM放送、適正化事業情報
紙「あすか」の送付等周知と理
解促進に努めた。
（５）適正・円滑な苦情処理に
ついては、内容は危険運転につ

いてが最も多く、66.8％に上っ
たが、適正かつ円滑な処理に努
めた。

３ ．貨物自動車運送事業安全性
評価事業「Gマーク制度」の
積極的な推進及び協力［重点
項目］
　令和３年12月17日現在、奈良
県で185事業所（148社）が認定
され、前年度比0.7ポイント増
の22.9％となった。

４ ．適正化事業指導員に対する
研修及び更なる資質の向上

［重点項目］
　各種研修については、新型コ
ロナウィルス感染拡大の状況か
ら、延期や開催見送りされたも
のが多かった。

１ ．巡回指導における新型コロ
ナウイルス感染防止対策の徹
底［重点項目］
　「三つの密」を避け、感染防
止対策の徹底を図って実施した
が、令和３年５月、６月、８月
及び９月の巡回指導は延期対応
を図った。
２ ．適正化事業の公正・着実な

推進
（１）速報制度については、令
和３年４月～令和４年２月の速
報件数は０件。労基特別巡回指
導は４事業所に対し、早期適正
化を図った。
（２）働き方改革関連法の周知
及び改正貨物自動車運送事業法
の遵守の徹底については、リー
フレットの活用、巡回指導を通
じての周知徹底を行い、また、

　冒頭、塚本本部長は「コロナ
禍で物流が活発ではないのに、
人手不足感があり、数年前から
若い人が入ってこない。労働基
準法の改正や時間外労働の上限
規制。また、ウクライナの情勢
から燃料価格の高騰、タイヤや
オイルの値上げにつながってい
る。適正運賃を周知させること
で、持続可能な産業にしていか
なければならない。そのために
も本委員会は重要な会議となっ

ている」とあいさつ。
　蓮花一己委員長は、「コロナ
の流行が長く続く中、物流業界
が大きな力を発揮し、市民、県
民生活を支えている。対面が難
しくなり、オンラインの推進が
支えている部分がある。働き方
改革が進められる中、全国を対
象にできるオンライン化がト
ラック協会でも大切になってく
る。自動運転への移行もあり、
デジタルトランスフォーメー

ションが課題になってくる」と
述べました。
　議事の内容は以下の通りで
す。

6
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主な質疑や意見
①�巡回指導総合評価を見ると、
A評価が、今回５→23に増え
ている。全国に比べると低い
が、昨年と比べると高くなっ
ていることが見て取れる。そ
こも明示するといい。
②�指導率ワースト10の中に健康
診断の実施があるが、安全健
康に関するものがおろそかに
なっていないかということは
重要である。
③�巡回指導総合評価の推移を
みると、ABCDEの５段階評
価のうち、今年度E評価の事
業所の60％は昨年D、40％は
昨年もE。固定されているの
か？レベルアップしていると
ころもあるのかグラフでは分
かりにくい。
④�安全性優良事業所の認定が横
ばいになっていることへの対
策は。➡全国平均と比べても
増えてきていない。AB評価
の事業所に申請を促した。現
在の185件から目標の25％に
なるにはあと17件で、目標達
成が見えてきている。Gマー

クの申請内容が見直しされる
こともあり、取得率をあげて
いきたい。
⑤�巡回指導総合評価の推移でE
からAへと急にあがっている
ところもある。「あすか」な
どで取り上げて動機づけにす
るといいのではないか。評価
のあがっている根拠を上げる
のは有益。ウクライナ情勢等
を考慮すると、今後も厳しい
状況になる。その中でのト
ラック協会の真摯な取り組み
を４月以降記事にしていきた
い。
⑥�適正事業は原則、対面で行う
のか。➡オンラインの予定は
今のところない。
⑦�初任運転者講習を受けた人
は、その後も就業しているの
かどうか。➡その把握はして
いない。
⑧�Gマークの取得が増えない要
因に、ステッカーの費用の問
題があるのか。➡申請費用は
無料だが、ステッカーの購入
は有料。

５ ．評議委員会の適切な運営
　10月の研修会は中止になっ
た。

６ ．その他の取り組み事項
・��奈良県適正化事業実施機関の
優良事業所の表彰は16事業
所。
・��国土交通省が行う安全性優良
事業所表彰への推薦は、近畿
運輸局長表彰が３事業所、奈
良運輸支局長表彰が17事業
所。
・��国土交通省近畿運輸局等が行
う適正化事業指導員表彰への
推薦は１名。
・��貨物自動車運送適正化事業実
施機関情報処理システムの適
切な活用を図った。
・��適正化事業情報紙「あすか」
を令和３年９月と令和４年３
月に発行し、情報提供に努め
た。
・��物流セミナーの開催は、中止
となった。

令和４年度適正化事業実施機関の活動指針（案）について議事２
性評価事業「Gマーク制度」の
積極的な推進及び協力、適正化
事業指導員に対する研修の更な
る資質の向上など令和３年度と

ほぼ同じ。「Gマーク制度」認
定は、取得率25％以上をめざ�
す。

　巡回指導における新型コロナ
ウイルスの感染防止対策の徹
底、適正化事業の公正・着実な
推進、貨物自動車運送事業安全

その他
　「歳を重ねた自分を交通事故
からどう守るか？」の冊子を蓮
花先生監修のもと作成した。マ
スコミにも取り上げられ、奈良
の高齢者の死亡事故減少に役立
てられるとよい。
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日時：令和４年３月８日㈫ 午前11時～午前11時30分
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：森本担当副会長、辰己委員長、委員６名、役員２名、事務局２名　　以上12名

▲中内大介�氏

▲辰己委員長 ▲森本副会長

　�遠隔点呼の実施方法について
　　　近畿運輸局　奈良運輸支局　企画輸送・監査部門
　　　　　　　　　　　　　　　運輸企画専門官　中内大介　様

指導事項

第３回適正化実施対策委員会

⑶　表彰について
　　　令和４年２月10日に令和３年度奈良県貨物
自動車運送適正化事業実施機関優良事業所表
彰式を挙行し、16事業所が受賞したことを報
告した。

⑷　各種セミナー等について
　　　令和４年１月21日にＩＴ活用セミナー、１
月に第５回初任運転者特別講習を臨時開催し
たこと、第２回運行管理者試験対策講習会を
１月23日、２月６日、13日及び21日に開催し、
延べ64名が受講したことを報告した。

⑸　令和４年度奈良県貨物自動車運送適正化事業
実施機関活動指針（案）について

　　　巡回指導の実施目標件数を年間160事業所
とし、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑
み、上半期70事業所、下半期90事業所を目標
値とした。

　　　また安全性評価事業について、令和５年度
の認定時には、県内の認定取得率を25％以上
を目標としていることを説明し、承認された。

⑴　巡回指導について
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
奈良運輸支局と連絡調整の上、令和３年５月、
６月、８月及び９月の巡回指導の実施を中止
した。巡回指導項目別では、「特定の運転者
に対する指導」が最も高い指導率であり、該
当者がいる66事業所中36事業所に対して指導
を行ったことを報告した。

⑵　安全性評価事業について
　　　2021年度安全性優良事業所の認定結果に
ついて、新規申請11事業所を含む46事業所が
申請し、全て認定された。これにより奈良県
の認定事業所数は185件となり、県内事業所
における認定率は令和３年12月17日現在で
22.9％となった。

　　　また取得率向上と一般消費者等への認知度
アップに向け、１月24日と２月４日に奈良新
聞へ広告を掲載したことなどを報告した。

議　　事
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日時：令和４年３月２日㈬ 午前９時～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：９名

車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育講習会

識や異常時に講じる措置なども
理解することが求められている。

（作業計画の作り方）
　荷役運搬作業は、運搬すべき

少するよう、担当者向けの講習
会が催されました。講師は労働
安全コンサルタントの中村時雄
氏。講習終了後は参加者に修了
証が授与されました。主な内容
は以下の通りです。

（作業指揮者の選任）
　陸運業における労働災害の割
合は、荷役作業時の労働災害が
約70％を占めている。事業者に
は作業指揮者を選任し、必要な
安全教育を実施するなど、ガイ
ドラインや法令に基づいた責務
がある。

（作業指揮者の職務）
　荷役運搬作業は選任された指
揮者の作業計画から始まる。作
業計画の立案にあたっては、服
装や保護具の正しい着用、人や
機械、器具の適正配置と関係各
所との打合せ、運搬経路の確認
や環境への配慮など多岐にわ
たって注意しなければならない。
　またフォークリフト、ショベ
ルローダーやフォークローダー
など車両ごとの特性を踏まえて、
作業計画を立てる必要があり、
作業指揮者には力学に関する知

　荷役作業における労働災害を
防止するため、車両系荷役運搬
機械等を用いて作業する場合の
「車両系荷役運搬機械等作業指
揮者」の選任が法令で定められ
ています。作業指揮者の選任が
進み、荷役関係の労働災害が減

荷を荷役運搬機械等を用いて、
作業指揮者の指揮のもとで一定
の環境の中で作業者によって行
われます。

9
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日時：令和４年３月18日㈮ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：13名

　トラック運送業界の労働力不
足が深刻化している状況を踏ま
え、人材確保、育成、労務管理
の対策について具体的に学ぶセ
ミナー。日本PMIコンサルティ
ング株式会社　代表取締役の小
坂真弘氏が新時代における運転

令和３年度　トラック運送事業者のための人材確保セミナー

事に就くうえで希望時間に沿っ
た勤務形態をとることが大事。
結果として働き方改革にもつな
げやすい。またパワハラ、セク
ハラ対策の相談窓口を置いたり、
「働きやすい職場認証制度」を
取得するなどホワイト経営で職
場環境を整える。懇親会や社内

者人材の実態や採用、人材が定
着するための職場環境の整備、
働き方改革に対応した実務につ
いて解説しました。主な内容は
以下の通りです。

旅行などのイベントをすること
でコミュニケーションの活発な
会社になれば、人材の定着化に
もなる。
　人材不足を材料に使って、荷
主に取引条件の改善を求めて、
人材確保につなげてほしい。

　人材確保のためには今いるド
ライバーが辞めないような仕組
みづくりが最優先事項。コロナ
禍以前は即戦力を求める傾向に
あったが、どのような人を採用
したいか、人柄重視で採用し、
とらない人材も明確化する。職
場を転々と変えているような人
は採用しないなど、採否のイ
メージをかためる。採用にあ
たっては未経験者の方が永く働
く傾向にある。福利厚生を重視
し、採用した人には祝い金を出
すなど、採用より今いる人材に
お金を使って大切にすることが
効果的。新卒の採用は就職指導
の先生と信頼関係をつくり、イ
ンターンシップを取り入れる方
法もある。インターンを利用し
た学生の７割が、訪問した会社
に就職している
　求人広告は会社のホームペー
ジとは別にスマホ専用のサイト
をつくるのがいい。職場環境や
仕事の流れをスマホの動画で見
ることができるようにすれば、
採用に加えて人材教育にも使え
る。若いスタッフなら、動画の
編集作業のできる人もいると思
うので、社内で制作すればコス
トを抑えることができる。
　全国の女性ドライバーは令和
元年の２万人から令和３年には
４万人に増えている。女性が仕

人材が定着する会社づくり
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関係法令等の講習（２時間×４回）
　　　　　日　時　令和４年１月23日（日）午前11名・午後　4名
　　　　　　　　　令和４年２月　6日（日）午前16名・午後　1名

模擬試験の実施／解答、解説（２時間×３回）
　　　　　日　時　令和４年２月13日（日）午前19名・午後　4名
　　　　　　　　　令和４年２月21日（月）午前　9名

講　　師：独立行政法人自動車事故対策機構　奈良支所

　※感染症対策のため定員を20名迄に制限、講習時間を２時間に短縮して実施。

　令和３年度第２回運行管理者試験合格に向けて、会員事業者従業員の方を対象に講習会を開催しました。
１月23日と２月６日に貨物自動車運送事業法等の関係法令について各大問の要点を解説、２月13日と２月
21日に模擬試験の実施及び解答・解説を行い、延べ64名の方が受講しました。
　受講者の方のアンケートでは、ちょうど良い時間配分で分かりやすかったとの意見を多く頂きました。
　なお、運行管理者試験はCBT試験（Computer�Based�Testing�の略で、テストセンターにてパソコンを
用いて解答する。筆記用具や試験用紙を用いない実施方式。）のみで行われ、２月19日（土）から３月20�
日（日）の期間で実施されました。

○アンケートの結果（一部）

▲講習会の様子

令和３年度 第２回運行管理者試験対策講習会
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桜井南都運送株式会社
本社営業所
橿原市新賀町526－603

新規取得

～ Gマークで社員の意識レベルが向上～
　昨年１月の巡回指導で満点のA評価を受けてから、協会からの取得勧奨もありGマーク認定取
得に向け、申請することを決めた。軽微な事故もなくしたいと半年に１回の全体会議と３ヶ月に
１回の事故防止委員会を実施して安全対策に取組みました。昨年２月に３代目社長に就任した石
橋卓也氏は「取引先の敷地内での後退事故をなくしたい」と軽微な事故であっても内容を資料に
まとめて可視化、社内全体で共有し改善方法を練りました。社長就任以前から残業時間の削減に
取り組み、年960時間以内は２年前からほぼできているという。デジタコやドラレコは全車に搭
載し、健康診断は年２回実施。「守るべきことは守る」と石橋社長。Gマークのステッカーをトラッ
クに貼ってから、社員の意識レベルが高くなり改善提案も増えたそうです。
� （代表取締役　石橋卓也氏）

２０２１年度
Ｇマーク（安全性優良事業所）【新規】認定先インタビュー
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日　：令和４年３月11日㈮
場所：大淀町役場　

大淀町にカーブミラー寄贈
～奈良県トラック協会吉野支部～

　公益社団法人奈良県トラック協会（塚本�哲夫会長）の会員で構成する奈良県トラック協会吉野支部（清
水�益成支部長）は、大淀町（岡下�守正�町長）にカーブミラーを贈呈しました。
��贈呈式には中村�吉成副町長、中谷�智文総務部長、福西�正起建設環境部長も出席され、岡下�町長は「地
域住民の方々の安全対策に役立てます。」と話されました。

＊写真撮影のためマスクを外しております。
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日　：令和４年２月９日㈬ 
場所：奈良県トラック会館

▲写真右が久保雅彦危機管理課長（４月１日付で産業環境部長）

　高齢者の交通事故防止啓発用冊子「歳を重ねた自分を交通事故からどう守るか？」を、五條市に寄贈し
ました。太田好紀�五條市長から塚本哲夫�会長宛に「寄贈いただいた高齢者の交通事故防止のための啓発
用冊子は、施策の推進に有効活用させていただく」というお礼状が届けられました

高齢歩行者の交通事故防止冊子を寄贈
五條市長から御礼状
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奈良県警察　警備部長　来訪
　令和４年３月22日に奈良県警察本部�木下禎晶警備部長が、退任あいさつのため来訪されました。木下

部長から、協会からの災害発生時避難情報等の冊子寄贈への謝意等の話があり、中林専務理事が対応しま

した。

＊写真撮影のためマスクを外しております。
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飲酒運転の根絶を目指して
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　　2022 年 1 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

125.49 111.19 119.17

　　2022 年 1 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 131.77 112.62 116.97

出光昭和シェル 123.25 109.76 116.95

キグナス

コスモ 108.20 109.37 117.50

その他 126.08 112.83 122.16

　　2022 年 1 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 126.51 112.05 119.32

30～50キロリットル未満 115.30 109.13 116.70

50～100キロリットル未満 108.58

100キロリットル以上 107.00

　　2022 年 1 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 129.33 111.15 116.70

30～60日未満 124.05 110.12 118.94

60日以上 115.50 125.00

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2021年９月 114.55 102.07 110.90

2021年10月 120.28 108.25 118.19

2021年11月 121.75 111.58 120.60

2021年12月 117.26 106.18 116.83

2022年１月 125.49 111.19 119.17

※消費税抜きの価格となります。

令和４年２月25日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2022年１月）



18

資
料
編

全ト協から

全
ト
協
か
ら

ごみのポイ捨て禁止啓発チラシ
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　　　キット　　　　　K　　・　　I　　・　　T

品質と信頼で未来につなぐ

求荷求車ネットワーク「ＷｅｂＫＩＴ２」

　      　       　強力な経営支援ツールです！
がお応えします！！

  安定的な輸送力の確保のために

　　　　　　　・大事なお客様からの急な輸送オーダー対応

　　　　　　　・ネットワーク会員同士で輸送力を相互補完

  安心のネットワーク取引のために

　　　　　　　　　　・明確な運賃　　　　　　
　　　　　　　　　　・回収不安なし

  輸送効率化のために
　　　　　　　・配車業務のシステム化
　　　　　　　・配車担当者のスキル向上
　　　　　　　・書面化による輸送トラブル解消

  輸送効率化のために
　　　　　　　　　　・閑散期の荷物確保と繁忙期の車両確保
　　　　　　　　　　・帰り荷確保(実車率アップ）
　　　　　　　　　　・余分スペースの積み合わせ（積載率アップ）

＊＊運賃の集金は組合精算ですので安心です＊＊

＊運賃の支払いは４５日サイトです。 ＊軽油・尿素の支払いは５０日サイトです。

☆輸送 ☆軽油販売
　　運賃＜実例＞ エネクスフリート　軽油価格

　　　◎大阪（茨木市）　→　埼玉（深谷市）　　大型車 1月 2月
　　　　　運賃　　８５，０００円（税抜き） 116円 120円
　　　◎大阪（住之江区）　→　愛知（安城市）　 ４トン車
　　　　　運賃　　４３，０００円（税抜き）

☆尿素販売
　　 アドブルー　　１L＝７８円（令和４年３月現在）

お問い合わせ
奈良県キット事業協同組合　　〒６３９－１１０３　奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１　　

（単価は日本貨物運送事業協同組合連合会

（日貨協連）の全国統一価格です。）

令和4年
軽油

ＷｅｂＫＩＴ２

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内

今後厳しさを増す中小トラック
　　　　　　　　　　旧来型の経営体質

運送事業者を取り巻く環境

 
深刻化する  
 
ドライバー不足 

 
働き方改革で 
 
労働時間を短縮 

紹介業者      
（水屋）への依存 

 
協力会社、
 
自社営業の限界 

取引・事業の拡大 

  生産性の向上 

 
導入効果 

 
導入効果 

 
導入効果 

 
導入効果 



 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チ ラ シ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を

近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

お問い合わせ・ご連絡は 当組合奈良事務所 ０７４３―５９－１７０１
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近畿交通共済からのお知らせ



トラック協会・陸災防奈良県支部

４月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

３ 日 ７：４５ ～ 移動健康診断 奈良県トラック会館

14 木 11：００ ～ 第１回交通安全・労災防止対策委員会 奈良県トラック会館

17 日 ７：４５ ～ 移動健康診断 奈良県トラック会館

22 金 1４：００ ～ 第１回総務委員会 奈良県トラック会館

26 火 第284回理事会（決算） 奈良県トラック会館

５月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

24 火 奈ト協　第49回定時総会／陸災防奈良県支部　第60回通常総会 ザ 橿 原
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全日本トラック協会会長表彰受賞
　多年にわたりトラック運送事業の業務に精励したことにより、公益社団法人全日本トラック協会　会長�
坂本克己氏より表彰されました。

受賞者
　公益社団法人奈良県トラック協会　職員　大西　徹
　　　　　　　　同　　　　　　　　職員　井口　元裕

▲大西　徹 ▲井口　元裕
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優良従業員表彰候補者の推薦について
奈ト協発第２５１号

令和 ４年 ３月１５日

会 員 各 位

（公社）奈良県トラック協会

会 長 塚 本 哲 夫

（公印省略）

優良従業員表彰候補者の推薦について

令和４年５月２４日（火）開催予定の定時総会（於 ザ橿原）において、会員事業

者の優良従業員を会長名で表彰致したく、別紙推薦書にてＦＡＸで推薦頂きます

ようお願い申し上げます。 (ＦＡＸ番号 0743-23-1212）

記

１ 被表彰者の種類

（１） 運転者

（２） 一般従業員

２ 推薦基準 （（１）～（３）の全てに該当する従業員）

（１） 成績優秀で他の従業員の模範となる者

（２） 同一事業者に５年以上勤務する者（基準日は総会の日）

（３） 過去にこの表彰を受けていない者

３ 推薦締切日

令和４年４月１５日（金）
（本件担当：山村）
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- 1 -

別 紙

令和 年 月 日

（公社）奈良県トラック協会会長 殿

住 所

会 員 名

代 表 者 名 印

優 良 従 業 員 表 彰 候 補 者 推 薦 書

標記について下記の者を被表彰候補者として推薦いたします。

記

ふりがな

氏 名

生 年 月 日 昭和 平成 年 月 日生

職 名
運転者 一般従業員

○印を付けて下さい

勤 続 年 数 年 ｶ月

(推薦理由)



ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）普通乗用車が安全不確認で交差点を右折した右直事故

事業用自動車事故事例 №80



 
「適正化事業・巡回指導報告書」 

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和４年２月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 12 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 12 0 0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 12 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 12 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 12 0 0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 10 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 12 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 12 0 0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 3 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 － %  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 12 0 0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 12 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 9 2 22.2%  

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 12 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 12 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 12 2 16.7%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 12 1 8.3%  

○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 12 2 16.7%  
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 12 0 0%  

○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 12 4 33.3% ④ 
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 12 1 8.3%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 12 1 8.3%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 3 1 33.3% ④ 

○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 12 2 16.7%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 8 8 100.0% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 8 4 50.0% ② 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 12 1 8.3%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 12 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 12 3 25.0%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 12 0 0%  

○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 12 3 25.0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 6 0 0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 11 1 9.1%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 12 0 0%  

○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 12 5 41.7% ③ 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 12 1 8.3%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 12 1 8.3%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 12 3 25.0%  

指 導 件 数 合 計 406 46 11.3% 

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 １ 件 ３  件 ５(2)件 １ 件 件 件 １０(2)件 
新規参入    件 件 １  件 件 件 件 １   件 
新規(他) 件 １(1)件 件 件 件 件 １(1)件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 １ 件 ４(1)件 ６(2)件 １ 件 件 件 １２(3)件 

（ ）は会員外の件数です 

令和４年２月実施状況 

計画件数 実施件数 

１８件 １２件 

 

実施件数合計 

１０８件 

令 和 ３ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １３件 ８月 ０件 １２月 １１件 
５月 ０件 ９月 ０件 １月 １４件 
６月 ０件 １０月 ２１件 ２月 １２件 
７月 １８件 １１月 １９件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書



　

県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故発生状況

１ 県内の交通事故発生状況

（データは概数）

２

３ マナーアップ大和路２０２２について

（データは概数）

・県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故は、負傷者数を除き、前年同期比で全て増加してい
ます。

奈 良 県 警 察 本 部 か ら

県警察ではマナーアップ大和路２０２２と称して、交通安全｢やまとじ｣

夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯

待った、飲酒運転。ハンドルキーパーで安全・安心

止まって、ゆずろう、横断歩道は歩行者優先

自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転

を減らすための活動に引き続きご協力をお願いいたします。

県内では、本年に入ってから８人の方が交通事故で亡くなっていますが、

皆さまも交通安全｢やまとじ｣の実践を広めていただき、１件でも多く交通事故

３月１５日現在

件 件 件 １日に約 件

件 件 件 １日に 件

死者数 人 人 人 約９日に 人

負傷者数 人 人 人 １日に約 人

件 件 件 １日に約 件

令和4年 増減数 備　　考令和3年

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

総件数

や

ま

と

じ

の実践を呼びかけています。

その数は昨年と比べて倍増しています。（３月１５日現在）

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件

令和3年 増減数令和4年

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

総件数

３月１５日現在
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奈良県警察本部からのお知らせ



日　：令和４年３月17日㈭ 
場所：河合町役場

足型ストップマーク
（絵柄は７種類あります）

　公益社団法人奈良県トラック協会�（塚本哲夫�会長）は、令和３年度の事故防止対策事業として足型ス
トップマークを河合町（清原和人�町長）に届けました。
　担当の企画部安全安心推進課から、「子どもの交通事故防止のため地域の方から貼付場所の希望があり、
有効に活用させてもらいます。」と話がありました。

子どもの事故防止～足型ストップマーク～

28



（優秀事業所表彰）

（優秀従業員表彰）

▲近畿福山通運株式会社（写真　右端　取締役営業部長　大田�氏）

▲コタニ運輸株式会社�　
増田　忠夫�氏

▲奈相流通株式会社�　
谷村　拓哉�氏

＊写真撮影のためマスクを外しております。

　公益社団法人全日本トラック協会　坂本克己会長から交通事故防止等運動期間中の功績により表彰状が
授与されました。

全日本トラック協会「正しい運転・明るい輸送運動」表彰受賞
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日　：令和４年３月９日㈬
場所：上牧町役場

歳を重ねた自分を交通事故からどう守るか？

　高齢者の交通事故防止用啓発冊子（監修/蓮花一己（交通心理学）帝塚山大学学長）を上牧町の特定非
営利活動法人�楽しいまちづくりの会（NPO法人�楽まち）に届けました。　同会の藤村�安則氏（バリア
フリー担当）が受け取って頂き、「役場の関係する担当課と連携をとり、高齢歩行者の交通事故防止のた
め活用させてもらいます。」と話されました。

＊写真撮影のためマスクを外しております。

30

藤村�安則氏



日　：令和３年３月22日㈫
場所：フジトランスポート（株）　車庫

令和３年度 トラックによる安全啓発活動

　（公社）奈良県トラック協会は輸送の安全と奈良県の地域産業を広くＰＲするため、ラッピングトラッ
ク「まほろば館号」の完成披露を行いました。

＊写真撮影のためマスクを外しています。
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▲株式会社新和託送�　　　　　
代表取締役　岡本　信雄�氏

▲株式会社キタウラ�　　
取締役　北浦久志�氏

▲王寺貨物運輸株式会社�　　　
代表取締役　大西　教仁�氏

＊写真撮影のためマスクを外しております。

　公益社団法人全日本トラック協会　坂本克己会長から、トラック運送業の振興に努め業界の発展に寄与
した功績により感謝状が授与されました。

全日本トラック協会会長表彰受賞
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日　：令和４年３月25日㈮ 
場所：ザ橿原　２階大和の間

▲中　秀夫�副理事長

▲太子のぞみ�講師

　近畿交通共済協同組合が主催する事故防止セミナーが開催されました。

　中秀夫　副理事長が「我々は、国民生活の重要な役割を担うライフラインである。交通死亡事故全体は
減少しているが、今後とも積極的な事故防止対策を実践し、取り組んでいきたい。」と挨拶、太子のぞみ
講師(独立行政法人日本学術振興会・同志社大学研究開発推進機構特別研究員)により、「多様なドライバー
が共存する交通社会に向けて～心理学の観点から～」と題し、講演が行われました。

（講演内容)
　道路上にはさまざまな運転スタイルの人がいる。運転スタイルの異なる人同士が、同じ道路を走ると事
故が発生しやすくなる可能性がある。高齢運転者は、加減速のタイミングの遅れ、不十分な加速、非高齢
運転者は速度を出しすぎる傾向がある等年齢層別の運転行動の特徴がある。
　事故防止のための工夫として運転中の負荷を下げ、運転習慣を見直すことで事故の抑止効果がある。例
えば運転中に飲食をしたり、包み紙をあける等をすると有害な影響が起こりやすい。運転中のながら作業
は危険であり、ハンズフリーでも会話に集中してブレーキ操作が遅れたり、有効視野が狭くなる。座席の
高い車は車間距離がつまっているので、危険への知識をふやす安全教育を行うようにしましょう。

奈良　地域事業主・運行管理者事故防止セミナー
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